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令和５年度 第１回あ さ ぎ り 町 農 業 委 員 会 総 会 議 事 録  

招 集 年 月 日 令和５年４月１０日（月） 

招 集 の 場 所 あ さ ぎ り 町 役 場 ２ 階 大 会 議 室 

開 閉 会 日 時 

及 び 宣 告 

開 会 令和5年4月10日 午後1時30分 会 長 杉下 和治 

閉 会 令和5年4月10日 午後2時10分 会 長 杉下 和治 

応（不応）招委員及

び出席並びに 

欠席委員 

 

出 席 ２６名 

欠 席  ０名 

○（出席） 

×（欠席） 

△（遅刻） 

議 席 

番 号 
氏     名 

出欠等

の 別 

議 席 

番 号 
氏     名 

出欠等

の 別 

１ 廣瀬 孝喜 ○ １４ 宮原 範行 ○ 

２ 村田 新一 ○ １５ 西野 雅倫 ○ 

３ 田崎 洋一郎 ○ １６ 中村 好文 ○ 

４ 藤本 勇二 ○ １７ 谷川 新二 ○ 

５ 樅木 徹郎 ○ １８ 的射場 洋一 ○ 

６ 吉田 利明 ○ １９ 宮原 久子 ○ 

７ 城本 康志 ○ ２０ 橋口 京美 ○ 

８ 土屋 正則 ○ ２１ 竹下 正男 〇 

９ 松本 廣幸 ○ ２２ 北川 浩臣 ○ 

１０ 橋口 𠀋一 ○ ２３ 井手 久美子 〇 

１１ 濱田 定武 ○ ２４ 深松 守 ○ 

１２ 中村 幸二 〇 ２５ 緒方 信三 ○ 

１３ 恒松 純生 ○ ２６ 杉下 和治 ○ 

議 事 録 署 名 委 員 ２４番 深松  守    ２５番 緒方 信三 

出 席 し た 

農 業 委 員 会 職 員 
事務局長 丸山 修一     主幹 椎葉 尚宏 

議 事 日 程 

 

日程第１ 会議録署名委員の指名 

日程第２ 報告第１号 農地法第１８条第６項の規定による通知について 

日程第３ 報告第２号 農地所有適格法人報告書の提出について 

日程第４ 報告第３号 農地利用配分計画（農地中間管理事業）の報告に 

           ついて 

日程第５ 報告第４号 令和５年度最適化活動の目標の設定等について 

日程第６ 報告第５号 農地等の利用の最適化の推進に関する指針について 

日程第７ 議案第１号 農地法第３条の規定による許可申請について 

日程第８ 議案第２号 農地法第５条の規定による許可申請について 

日程第９ 議案第３号 農用地利用集積計画（第４回）の決定について 
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開会 午後１時３０分 

 

●農業委員会事務局長（丸山 修一君）  御起立をお願いいたします。礼。着席。はい。ただいまから令和

５年度第１回総会を開会いたします。初めに、杉下会長より御挨拶をお願いいたします。 

◎農業委員会会長（杉下 和治君）  皆さんこんにちは。お疲れさまです。新年度に入りまして農業委員会

も、残すところあと１年となりました。今年はですね、コロナも収まりかけておりますので、人農地プラ

ンの目標値等ですね、作成にまた、時間を使っていきたいと思いますのでよろしくお願いします。そして

また各家庭におかれましてはですね、新入学、それから、新社会人がおられると思いますが、おめでとう

ございます。それではですね、総会のほうに入りたいと思います。本日はですね、全員出席ですので、定

足数に達しております。総会は成立しております。これより議事に入ります。本日の議事日程は御手元に

配付のとおりです。 

 

日程第１ 会議録署名委員の指名 

◎農業委員会会長（杉下 和治君）  日程第１、議事録署名委員の指名を行います。本会議の議事録署名委

員は、あさぎり町農業委員会会議規則第１７条の規定によって、２４番、深松守委員。２５番、緒方信三

委員を、指名いたします。以上で、日程第１を終わります。 

 

日程第２ 報告第１号 農地法第１８条第６項の規定による通知について 

◎農業委員会会長（杉下 和治君）  日程第２、報告第１号、農地法第１８条第６項の規定による通知につ

いての報告を行います。事務局の報告を求めます。 

●農業委員会参事（椎葉 尚宏君）  はい。それでは、報告いたします。資料は、２ページから４ページを

御覧ください。今回は１６件の合意解約となっております。解約理由につきましては、６２番から６５番

は、農地中間管理事業貸付けのため、６６番は、第三者貸付けのため、６７番から７１番は、経営規模縮

小のため、７２番から７７番は、契約内容変更のためとなっております。以上報告いたします。 

◎農業委員会会長（杉下 和治君）  はい。ただいまの報告第１号について発言のある方は挙手をお願いし

ます。ありませんか。はい。特に発言はないようですので、以上で報告第１号を終わります。 

 

日程第３ 報告第２号 農地所有適格法人報告書の提出について 

◎農業委員会会長（杉下 和治君）  日程第３、報告第２号、農地所有適格法人報告書の提出についての報

告を行います。事務局の報告を求めます。 

●農業委員会参事（椎葉 尚宏君）  はい。それでは、報告いたします。資料は、５ページを御覧ください。

今回は３件の届出が提出されております。資料につきましては、６ページから８ページの農地所有適格法

人経営概要表に記載しておりますが、６ページにつきましては、令和５年１月１日現在、７ページは、令

和５年３月１日現在、８ページは令和４年８月１日現在となっています。以上報告します。 

◎農業委員会会長（杉下 和治君）  はい。ただいまの報告第２号について、発言のある方は挙手をお願い

します。ありませんか。はい。ないようですので、以上で、報告第２号を終わります。 

 

日程第４ 報告第３号 農地利用配分計画（農地中間管理事業）の報告について 

◎農業委員会会長（杉下 和治君）  日程第４、報告第３号、農地利用配分計画（農地中間管理事業）の報

告についての報告を行います。事務局の報告を求めます。 
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●農業委員会参事（椎葉 尚宏君）  はい、それでは報告いたします。今回は１件だけとなります。資料に

つきましては、９ページを御覧ください。５番、１件のみです。令和５年２月２８日に県公告がされた耕

作者変更に伴う賃貸借権の設定です。以上報告いたします。 

◎農業委員会会長（杉下 和治君）  はい。ただいまの報告第３号について、発言のある方は挙手をお願い

します。ありませんか。はい。特に発言はないようですので、以上で報告第３号を終わります。 

 

日程第５ 報告第４号 令和５年度最適化活動の目標の設定等について 

◎農業委員会会長（杉下 和治君）  日程第５、報告第４号、令和５年度最適化活動の目標の設定等につい

ての報告を行います。事務局の報告を求めます。 

●農業委員会事務局長（丸山 修一君）  はい。それでは、報告いたします。資料は１０ページからになり

ます。今年も事前に県農業会議のヒアリングを３月２４日に受けています。まず、１０ページから１２ペ

ージまでになります。１０ページ、１、農業委員会の状況について、農業委員会の現在の体制及び農家、

農地等の概要になります。１１ページ、２、最適化活動の目標について、１、最適化活動の成果目標、農

地の集積、遊休農地の解消について、現状及び課題と目標になります。１２ページ、新規参入の促進につ

いて、現状及び課題と目標になります。次に、２、最適化活動の活動目標について、最適化活動を行う日

数目標、活動強化月間の設定目標、新規参入相談会への参加目標になります。ただし、数字等に修正があ

る場合がありますので、御了承願います。令和４年度からこの様式に変更されています。今後は県に報告

後、町のホームページに掲載する予定です。以上で報告第４号の説明を終わります。 

◎農業委員会会長（杉下 和治君） はい。ただいまの報告第４号について、発言のある方は挙手をお願い

します。ありませんか。はい。特に発言はないようですので、以上で報告第４号を終わります。 

 

日程第６ 報告第５号 農地等の利用の最適化の推進に関する指針について 

◎農業委員会会長（杉下 和治君） 日程第６、報告第５号、農地等の利用の最適化の推進に関する指針に

ついての報告を行います。事務局の報告を求めます。 

●農業委員会事務局長（丸山 修一君）  はい。それでは報告いたします。資料は１３ページからになりま

す。農業委員会法第７条の規定により、農地等の利用の最適化の推進に関する指針を、次のように改めま

す。まず第１に、基本的な考え方になります。農業委員会において、農地等の利用の最適化の推進が最も

重要な必須業務として明確に位置づけられました。あさぎり町農業委員会の指針として、具体的な目標と

推進方法、目標の達成状況に対する評価方法等を次のように改めるものです。１４ページをお願いします。

まず、遊休農地の発生防止解消について、遊休農地の解消目標、令和９年３月を目標にしています。具体

的な推進方法ですが、農地の利用状況調査と、利用状況調査の実施、農地中間管理機構との連携、非農地

判断になります。また、評価方法については、ホームページ等で公表することになります。１５ページを

お願いします。次に、担い手への農地利用の集積集約化について、集積目標を令和１１年３月としていま

す。それに伴い、担い手の育成、確保も必要になってきます。具体的な推進方法ですが、今後町で作成す

る地域計画の作成や見直しに取り組み、１６ページになりますが、農地中間管理機構等との連携、農地の

利用調整と、利用権設定所有者不明農地の有効利用が重要になります。次に、新規参入の促進についてで

す。促進目標は令和１１年３月としています。１６ページをお願いします。具体的な推進方法ですが、関

係機関との連携、新規就農フェア等への参加、企業参入の推進、農業委員会のフォローアップ活動が必要

になります。１７ページですが、最後は、地域計画の目標を達成するため、農業委員会の役割について示

しています。これはあくまで目標です。そのような考え方で、あくまで指針目標として、このような数値
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を入れているということを御理解いただきまして、今回、県のほうに報告するこの最適化の推進に関する

指針について、御理解の上、御承認いただいて、県のほうに報告の運びとしたいと考えておりますので、

どうかよろしくお願いいたします。ただし、数字等に修正がある場合がありますので、御了承願います。

以上で報告第５号の説明を終わります。 

◎農業委員会会長（杉下 和治君） はい。ただいまの報告第５号について、発言のある方は挙手をお願い

します。ありませんか。はい。特にないようですので、以上で報告第５号を終わります。 

 

日程第７ 議案第１号 農地法第３条の規定による許可申請について 

◎農業委員会会長（杉下 和治君） 日程第７、議案第１号、農地法第３条の規定による許可申請について

を議題とします。事務局の説明を求めます。 

●農業委員会事務局長（丸山 修一君）  はい。農地法第３条の許可申請について説明いたします。資料は

１８ページからになります。今回は３件の審議をお願いします。申請番号１番ですが、資料は１９ページ

から２６ページになります。譲渡人と譲受人はともに町内の個人の方です。移転する土地としましては、

１筆で、地目は、台帳は田、現況は畑です。面積は２４平米となっております。移転する契約としては、

総額２万円の売買による所有権移転です。譲受人は申請地に、カボチャを栽培される予定です。 

次に、申請番号２番ですが、資料は２７ページから３４ページになります。譲渡人は町外の個人、譲受

人は町内の個人の方です。移転する土地としましては、１筆で地目は、台帳、現況とも畑です。面積は１

５４平米となっております。移転する契約としては、贈与による所有権移転です。譲受人は申請地に大根、

ナス、ネギなどの野菜を栽培される予定です。 

次に、申請番号３番ですが、資料は３５ページから４２ページになります。譲渡人は町外の個人４人の

共有で、譲受人は町内の個人の方です。移転する土地としましては、３筆で地目は、台帳、現況とも畑で

す。面積は合計６３５平米となっております。移転する契約としては、総額２０万円の売買による所有権

移転です。譲受人は申請地に、季節野菜と茶を栽培される予定です。以上、農地法第３条第２項各号には

該当しないため、許可要件を全て満たしているものと考えます。審議方よろしくお願いします。以上で説

明を終わります。 

◎農業委員会会長（杉下 和治君） はい。事務局の説明が終わりました。午前中に農地調査班第５班の現

地調査がありましたので、申請番号１番の案件について、２４番委員の深松委員より、申請番号２番の案

件について、２０番委員の橋口京美委員より、申請番号３番の案件について、１６番委員の中村好文委員

より報告をお願いします。 

○２４番委員（深松 守君）  ２４番委員の深松です。申請番号１番について御説明いたします。譲受人、

譲渡人ともに、町内の方です。あと、説明については事務局のほうでされていますので、割愛させていた

だきます。現地確認をした結果、当初から、そこを作付されていたみたいで、畦等はありませんでした。

作付されるに当たって、マルチ等で、除草作業とかもちゃんとされていたと思います。何ら問題ないと思

いますので、御審議の方、よろしくお願いします。 

○２０番委員（橋口 京美君） ２０番委員の橋口です。農地法３条の規定による許可申請について、申請

番号２番の案件について、午前中の現地調査の結果を報告します。資料は２７ページから３４ページにな

ります。３３ページを御覧ください。場所は、ＪＡ深田給油所から県道３３号線を須恵方面に１００メー

トルほど行った右手の木上溝付近になります。譲渡人は、町外の個人の方、譲受人は、町内の個人になり

ます。譲渡人が、そのままで荒れるよりも誰かに使ってほしいと、贈与されたとのことでした。集落の一

角でしたが、春野菜などを栽培されており、特に問題ないと思いますので、皆様方の御審議方よろしくお
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願いします。 

○１６番委員（中村 好文君）  はい、１６番委員の中村です農地法第３条申請番号３番の案件について、

午前中の現地調査の結果を報告します。資料は３５ページから４２ページになります。４２ページを御覧

ください。場所は、鐘ケ丘ホームより南東へ３００メートル、塚脇公民館より南西へ１００メートルほど

の位置にあります。譲渡人は、町外の個人の方４名です。譲受人は、町内の個人になります。譲受人はこ

ちらでお茶と野菜をつくられることになっております。何も問題ないと思いますので、皆様方の御審議よ

ろしくお願いします。 

◎農業委員会会長（杉下 和治君）  はい。議案第１号、農地法第３条の規定により、許可申請について、

現地調査報告が終わりました。申請番号１番の案件について質疑を行います。質疑ありませんか。ありま

せんか。 

（「なし」の声あり） 

◎農業委員会会長（杉下 和治君）  はい、質疑なしと認めます。申請番号１番の案件について採決します。

原案のとおり決定することに賛成の方は挙手をお願いします。 

（賛成者挙手） 

◎農業委員会会長（杉下 和治君）  はい。賛成多数です。したがって、申請番号１番の案件については、

原案のとおり決定しいたしました。次に、申請番号２番の案件について質疑を行います。質疑ありません

か。 

（「なし」の声あり） 

◎農業委員会会長（杉下 和治君）  はい。質疑なしと認めます。申請番号２番の案件について採決します。

原案のとおり決定することに賛成の方は挙手をお願いします。 

（賛成者挙手） 

◎農業委員会会長（杉下 和治君）  はい。賛成多数です。したがって、申請番号２番の案件については、

原案のとおり決定いたしました。次に、申請番号３番の案件について質疑を行います。質疑ありませんか。

ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

◎農業委員会会長（杉下 和治君）  はい。質疑なしと認めます。申請番号３番の案件について採決します。

原案のとおり決定することに賛成の方は挙手をお願いします。 

（賛成者挙手） 

◎農業委員会会長（杉下 和治君）  はい、賛成多数です。したがって、申請番号３番の案件については、

原案のとおり決定いたしました。 

 

日程第７ 議案第２号 農地法第５条の規定による許可申請について 

◎農業委員会会長（杉下 和治君）  日程第８、議案第２項農地法第５条の規定による、許可申請について

を議題とします。事務局の説明を求めます。 

●農業委員会事務局長（丸山 修一君）  はい。農地法第５条の許可申請について説明いたします。資料は

４３ページからになります。今回は２件の審議をお願いします。申請番号１番ですが、資料は４４ページ

から５３ページになります。譲渡人と譲受人はともに町内の個人の方です。転用する土地としましては、

１筆で、台帳、現況とも畑、転用面積が５００平米となっています。移転する内容としては、贈与による

所有権移転となっています。転用の目的は個人住宅です。４７ページの地図を御覧ください。申請地の位

置については、後ほど、現地調査担当委員から説明があると思いますが、申請地は、農業振興地域整備計



- 6 - 

画の農用地区域の除外地で、申請地の接している４メートル以上ある道路には、上下水道管が２館埋設さ

れており、５００メートルの範囲内にあさぎり中学校と、あおぞら子ども園がある、第三種農地で、個人

住宅への転用は可能です。４９ページから、事業計画書、資金計画書、融資証明書を掲載しています。周

辺農地への影響もなく、許可相当と判断しました。 

次に、申請番号２番ですが、資料は５４ページから６４ページになります。譲渡人は町内の個人、譲受

人は町内の個人２人の共有の方です。転用する土地としましては、３筆で、台帳現況とも畑、転用面積は

合計５３９平米となっております。移転する内容としては、所有権移転による売買で、総額３２０万円と

なっています。転用の目的は、個人住宅及び共有道路です。５７ページの地図を御覧ください。申請地の

位置については、後ほど現地調査担当委員から説明があると思いますが、申請地は、農業振興地域整備計

画の農用地区域の除外地で、１０ヘクタール未満の生産性の低い農地にある第２種農地で、近隣の土地の

代替地も検討された結果、個人住宅及び共有道路への転用は可能です。６０ページから事業計画書、資金

計画書、融資証明書を掲載しています。周辺農地への影響もなく、許可相当と判断しました。なお、譲渡

人は、申請後に、お亡くなりになられました。県に確認しましたところ、転用申請の許可に問題はないが、

法務局で登記申請する場合には、相続の手続が必要であるとのことです。説明は、以上となります。 

◎農業委員会会長（杉下 和治君）  はい。事務局の説明が終わりました。午前中に農地調査班第５班の現

地調査がありましたので、申請番号１番の案件について、２５番委員の緒方委員より、申請番号２番の案

件について、９番委員の松本委員より報告をお願いします。 

○２５番委員（緒方 信三君）  はい。２５番委員の緒方です。農地法第５条の規定による許可申請につい

て、申請番号１番の案件について、午前中の現地調査の結果を報告します。資料は４４ページから５３ペ

ージになります。４７ページの地図を御覧ください。場所は、あさぎり中学校正門から約１００メートル

ぐらい下った県道沿いです。譲渡人、譲受人はともに町内の方で、親子関係の贈与になります。現在は、

同居されていて、申請地には、個人住宅を新築される予定です。畑には何も作付けされていません。何ら

問題はないかと思います。皆様方の御審議方よろしくお願いします。 

○９番委員（松本 廣幸君）  はい、９番、松本です。申請番号２番、５条申請の現地の状況を説明いたし

ます。資料は５４ページから６４ページになります。場所は、５７ページの地図を御覧いただいて、免田

区の吉井区になります。中央走る県道多良木相良線の左側生涯学習センター、旧免田中学校より、東へ５

００メーターほど行った、左手奥になります。５６ページを見ていただいて、宅地に囲まれた形になりま

す。ここは以前より、耕作放棄地になっていまして、現在はきれいに整地されていました。残りの畑も、

譲渡人名義になっており、周りへの影響はないと見られました。申請後に譲渡人が亡くなられたので、相

続後の登記になるかと思われます。以上です。審議方よろしくお願いいたします。 

◎農業委員会会長（杉下 和治君）  はい。議案第２号、農地法第５条の規定による、許可申請についての

説明及び現地調査報告が終わりました。申請番号１番の案件について質疑を行います。質疑ありませんか。

ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

◎農業委員会会長（杉下 和治君）  はい。質疑なしと認めます。申請番号１番の案件について採決します。

原案のとおり決定することに賛成の方は挙手をお願いします。 

（賛成者挙手） 

◎農業委員会会長（杉下 和治君）  はい。賛成多数です。したがって、申請番号１番の案件については、

原案のとおり許可相当として、県知事に意見を送付いたします。次に、申請番号２番の案件について質疑

を行います。質疑ありませんか。ありませんか。 
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（「なし」の声あり） 

◎農業委員会会長（杉下 和治君）  はい。質疑なしと認めます。申請番号２番の案件について採決します。

原案のとおり決定することに賛成の方は挙手をお願いします。 

（賛成者挙手） 

◎農業委員会会長（杉下 和治君）  はい。賛成多数です。したがって、申請番号２番の案件については、

原案のとおり許可相当として県知事に意見を送付いたします。 

 

日程第９ 議案第３号 農地利用集積計画（第４回）の決定について 

◎農業委員会会長（杉下 和治君）  日程第９、議案第３号、農用地利用集積計画（第４回）についてを議

題とします。事務局の説明を求めます。 

●農業委員会主幹（椎葉 尚宏君）  はい。それでは、まず、利用権設定に係る分について説明いたします。

６６ページをお開きください。６６ページ上段の１６４番から、８４ページ下段の１９８番までは、期間

満了に伴う賃借権の再設定です。８５ページ上段１９９番から９２ページ上段の２１３番までは、新規の

賃借権の設定となります。その下、下段の２１４番から、９５ページ下段の２１５④番までは、新規の使

用貸借権の設定です。９６ページの上段２１６番から、１０６ページ下段の２２６番までは、新規の農地

中間管理事業による賃借権の設定となります。１０７ページ上段の２２７番から、１１２ページ下段の２

３５番までは、期間満了に伴う農地中間管理事業による賃借権の再設定となります。以上で、利用権設定

に係る分について説明いたしました。 

引き続き、所有権移転に係る分について説明をいたします。１１３ページをお開きください。今回の申

請は３件です。１２番から１３番は、農業公社が買い入れるもの、１４番は、公社が買入れた土地を売り

渡すものです。売買価格につきましては、全て反当たりの価格で表示しております。１２番の買入れ価格、

６５万円。１３番の買入れ価格４８万９,５１１円。１４番の売渡し価格、７６万８,７５０円です。以上

の件につきましては、農業経営基盤強化促進法第１８条３項の各要件を満たしていると考えております。

１１４ページから１２０ページにかけては、利用権及び集積に係る資料を載せております。以上で説明を

終わります。 

◎農業委員会会長（杉下 和治君）  はい。議案第３号、農用地利用集積計画（第４回）についての説明が

終わりました。質疑ありませんか。ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

◎農業委員会会長（杉下 和治君）  はい。特にないようですので、これから、議案第３号農用地利用集積

計画（第４回）についてを採決いたします。本案は原案のとおり、決定することに賛成の方は挙手をお願

いします。 

（賛成者挙手） 

◎農業委員会会長（杉下 和治君）  はい。賛成多数です。したがって、本案は、原案のとおり決定しまし

た。これで本、本日の日程は全て終了しました。会議を閉じます。令和５年度あさぎり町農業委員会第１

回総会を閉会いたします。 

●農業委員会事務局長（丸山 修一君）  起立願います。礼。 

 

閉会 午後２時１０分 
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会議の経過を記載して、その相違ないことを証するため、ここに署名する。 

 

令和５年４月１０日 

 

あさぎり町農業委員会      会 長 杉下 和治 

 

あさぎり町農業委員会 署名委員 ２４番 深松  守 
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